
通達甲（備．備１．実３）第２号 
平 成 １ ４ 年 ７ 月 １ ７ 日 
存 続 期 間 

 
各 所 属 長 殿 
 

警 備 部 長 
 

   雑踏事故防止対策実施要綱の制定について 
このたび、雑踏警備の適正を期するため、別添のとおり、雑踏事故防止対策実施要綱

を制定し、平成１４年７月２０日から実施することとしたから、運用上誤りのないよう

にされたい。 
 

記 
 
制定の趣旨 
 雑踏事故の防止対策については、従来からそれぞれ必要な警備措置を実施してきたと

ころであるが、近年、初もうで、祭礼、花火大会等に加え、各種イベントが増加の傾向

にあることから、雑踏事故の防止の万全を期するため、新たに要綱を制定するものであ

る。 
 
別添 
 
   雑踏事故防止対策実施要綱 
 
（目的） 
  この要綱は、雑踏事故防止対策の実施について、必要な事項を定めることを目的と

する。 


